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ID: 1617   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 障害児通所給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第21条の5の3第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第21条の5の3及び第21条の5の7の規定による。 
第21条の5の3 市町村は、通所給付決定保護者が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決
定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定
障害児通所支援事業者」という。)又は指定医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と
総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所
給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第7項に規定する支給量の範囲内のものに限
る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常
生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)
について、障害児通所給付費を支給する。 

2 障害児通所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得
た額とする。 

(1) 同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通
常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用
の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるとき
は、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額 

(2) 当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当
該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する
額) 

第21条の5の7 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の
状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利

用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の

要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。 
2 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その
他厚生労働省令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児童
相談所等」という。)の意見を聴くことができる。 

3 児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給
要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができ

る。 
4 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で
定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護
者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支
援利用計画案の提出を求めるものとする。 

5 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省
令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支

援利用計画案を提出することができる。 
6 市町村は、前2項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第1項の厚生労働省令で
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定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。 
7 市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生
労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支
給量」という。)を定めなければならない。 

8 通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内
に限り、その効力を有する。 

9 市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を

記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。 
10 指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるもの

とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでな

い。 
11 通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通
所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限

る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべ
き当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として
当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、

当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。 
12 前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費
の支給があつたものとみなす。 

13 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第
21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第21条の5の18第2項の指定通所支
援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らし
て審査の上、支払うものとする。 

14 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1618   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例障害児通所給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第21条の5の4第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第21条の5の4及び第21条の5の7の規定による。 
第21条の5の4 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省
令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援(第21条
の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)
について、特例障害児通所給付費を支給することができる。 

(1) 通所給付決定保護者が、第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力
が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたと

き。 
(2) 通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第21条の5の18第1項の都道府
県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備
及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められ

る事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受け
たとき。 

(3) その他政令で定めるとき。 
2 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所
支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護

者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合
計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基
準として、市町村が定める。 

(1) 指定通所支援 前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(そ
の額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該
現に指定通所支援に要した費用の額) 

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通
所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に
当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基
準該当通所支援に要した費用の額) 

第21条の5の7 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の
状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利

用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の

要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。 
2 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その
他厚生労働省令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児童
相談所等」という。)の意見を聴くことができる。 

3 児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給
要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができ

る。 
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4 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で
定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護
者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支
援利用計画案の提出を求めるものとする。 

5 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省
令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支

援利用計画案を提出することができる。 
6 市町村は、前2項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第1項の厚生労働省令で
定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。 

7 市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生
労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支
給量」という。)を定めなければならない。 

8 通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内
に限り、その効力を有する。 

9 市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を

記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。 
10 指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるもの

とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでな

い。 
11 通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通
所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限

る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべ
き当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として
当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、

当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。 
12 前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費
の支給があつたものとみなす。 

13 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第
21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第21条の5の18第2項の指定通所支
援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らし
て審査の上、支払うものとする。 

14 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1619   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 通所給付決定の変更承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第21条の5の8第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第21条の5の8の規定による。 
第21条の5の8 通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の
支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定

めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。 
2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、
通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行う

ことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通

所受給者証の提出を求めるものとする。 
3 第21条の5の5第2項、第21条の5の6(第1項を除く。)及び前条(第1項を除く。)の規定は、前
項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替え

は、政令で定める。 
4 市町村は、第2項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定
に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1621   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 高額障害児通所給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第21条の5の12第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第21条の5の12の規定による。 
第21条の5の12 市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額

(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超える
ときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通
所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、

当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。 
2 前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通所
給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を

考慮して、政令で定める。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1622   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第21条の5の13第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第21条の5の13の規定による。 
第21条の5の13 市町村は、第21条の5の3第1項、第21条の5の4第1項又は前条第1項の規定にか
かわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)
について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると

認めるときは、当該通所者が満18歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、
当該通所者が満20歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放課後等
デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次
項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。
ただし、当該通所者が障害者自立支援法第5条第7項に規定する生活介護その他の支援を受け
ることができる場合は、この限りでない。 

2 前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができること
とされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第21条の5の3から
前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
3 市町村は、第1項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くこ
とができる。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1623   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 肢体不自由児通所医療費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第21条の5の28第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第21条の5の28の規定による。 
第21条の5の28 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、
指定障害児通所支援事業者等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この款にお
いて同じ。)から医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由
児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該
肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。 

2 肢体不自由児通所医療費の額は、1月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大
正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第24条の20第2項において
同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額か
ら、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当
該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する
額)を控除して得た額とする。 

3 通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受
けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事

業者等に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医

療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護

者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。 
4 前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医
療費の支給があつたものとみなす。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1624   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 障害児相談支援給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第24条の26第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第24条の26の規定による。 
第24条の26 市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第1項において「障害児相談
支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定す
る障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 

(1) 第21条の5の7第4項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障
害児支援利用計画案の提出を求められた第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請
に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児
相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害
児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。 

(2) 通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用
援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。 

2 障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以
下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準に
より算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。 

3 障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けた
ときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払

うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障

害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護

者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。 
4 前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給
付費の支給があつたものとみなす。 

5 市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第
2項の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相
談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照ら
して審査の上、支払うものとする。 

6 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。 
7 前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の
障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 
標準処理期間 30日 
備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1625   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例障害児相談支援給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第24条の27第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第24条の27の規定による。 
第24条の27 市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談
支援(第24条の31第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項の厚生労働省令で定める
指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるも

のを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において

「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例

障害児相談支援給付費を支給することができる。 
2 特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第2項の厚生
労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に
要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準
として、市町村が定める。 

3 前2項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労
働省令で定める。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1626   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定障害児相談支援事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第24条の28第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第24条の28の規定による。 
第24条の28 第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定
めるところにより、総合的に障害者自立支援法第5条第17項に規定する相談支援を行う者とし
て厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所

(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。 
2 第21条の5の15第2項(第4号、第11号及び第14号を除く。)の規定は、第24条の26第1項第1号
の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第21条の5の15
第2項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な
技術的読替えは、政令で定める。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1627   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定障害児相談支援事業者の指定の更新 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第24条の29第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第24条の29の規定による。 
第24条の29 第24条の26第1項第1号の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間
の経過によつて、その効力を失う。 

2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」
という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の
有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読
替えは、政令で定める。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1632   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 通所受給者証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法施行規則 第18条の6第9項 

法 令 番 号 昭和23年厚生省令第11号 

【基準】 

 法第18条の6第9項の規定による。 
第18条の6  
9 市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定
の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付

しなければならない。 
 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 377   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 被保険者証の交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第12条第3項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 省令第26条の規定による。 
 (被保険者証の交付) 
第26条 市町村は、第1号被保険者並びに第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をい
う。以下同じ。)のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法
第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第1号による被保険
者証を交付しなければならない。 

2 第2号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性
別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合にお

いて、当該第2号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保
険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加
入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。 

 
 

標準処理期間 3日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 378   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 要介護認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第27条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第27条第1項及び第2項の規定による。 
 (要介護認定) 
第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請
書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるも

の又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わ
って行わせることができる。 

2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接さ
せ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査

をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有す

るときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 
 
 省令第36条の規定による。 
第36条 法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病
状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 

 
 

標準処理期間 30日以内(法第27条第11項） 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 379   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 要介護認定の更新 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第28条第2項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第28条第4項において準用する法第27条第2項及び法第27条第2項の規定による省令第36条
の規定による。 

 (要介護認定の更新) 
第28条 
2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込
まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以
下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 

3 略  
4 前条(第8項を除く。)の規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用
する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 
 (要介護認定) 
第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請
書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるも

の又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わ
って行わせることができる。 

2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接さ
せ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査

をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有す

るときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 
第3項から第12項まで 略  
 
 介護保険法施行規則 
第36条 法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病
状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 

 

標準処理期間 30日以内(法第28条第4項において準用する法第27条第11項） 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 380   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 要介護状態区分の変更の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第29条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第29条第2項において準用する法第27条第2項及び法第27条第2項の規定による省令第36条
の規定による。 

 (要介護状態区分の変更の認定) 
第29条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定
に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定

めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 
2 第27条及び前条第5項から第8項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区
分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読

替えは、政令で定める。 
 
 (要介護認定) 
第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請
書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるも

の又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わ
って行わせることができる。 

2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接さ
せ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査

をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有す

るときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 
第3項から第12項まで 略  
 
 介護保険法施行規則 
第36条 法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病
状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 

 
 

標準処理期間 30日以内(法第29条第2項において準用する法第27条第11項） 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 381   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 要支援認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第32条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第32条第2項において準用する法第27条第2項及び法第27条第2項の規定による省令第36条
の規定による。 

 (要支援認定) 
第32条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請
書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるも

の又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わ
って行わせることができる。 

2 第27条第2項及び第3項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の
主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 

以下 略 
 
 (要介護認定) 
第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請
書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるも

の又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わ
って行わせることができる。 

2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接さ
せ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査

をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有す

るときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 
第3項から第12項まで 略  
 
 介護保険法施行規則 
第36条 法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病
状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 

 

標準処理期間 30日以内(法第32条第9項において準用する法第27条第11項） 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 382   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 要支援認定の更新 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第33条第2項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第33条第4項において準用する法第32条第2項にて準用する法第27条第2項及び法第27条第
2項の規定による省令第36条の規定による。 

 
 (要支援認定の更新) 
第33条  
2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込
まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以
下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。 

3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に
係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保

険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。 
4 前条(第7項を除く。)及び第28条第5項から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に
係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術

的読替えは、政令で定める。 
第5項及び第6項 略 
 
 (要支援認定) 
第32条  
2 第27条第2項及び第3項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の
主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 

以下 略 
 
 (要介護認定) 
第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請
書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるも

の又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わ
って行わせることができる。 

2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接さ
せ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査

をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有す

るときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 
第3項から第12項まで 略  
 
 介護保険法施行規則 
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第36条 法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病
状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 

 
 

標準処理期間 30日以内(法第33条第4項において準用する法第27条第11項） 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 494   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 要支援状態区分の変更の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第33条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第33条の2の規定による。 
 (要支援状態区分の変更の認定) 
第33条の2 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認
定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で

定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができ

る。 
2  第28条第5項から第8項まで及び第32条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状
態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替

えは、政令で定める。 
 
 

標準処理期間 
30日以内（法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項において準用

する法第27条第11項） 
備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 383   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護保険サービスの種類の指定変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第37条第2項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第37条第4項及び省令第59条第3項の規定による。 
 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 
第37条  
4 市町村は、第2項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審
査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型

サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更

をすることができる。 
5 市町村は、前項の規定により第2項の申請に係る被保険者について第1項前段の規定による指
定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密

着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するととも

に、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービ

ス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するも

のとする。 
  
 介護保険法施行規則 
 (介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請) 
第59条 
3 市町村は、第1項の申請を受けたときは、同項第1号に掲げる事項及び同項の申請に係る被保
険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る

被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービ

ス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この

場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第27条第3項から第6項まで(第5項後段を
除く。)の規定の例による。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 384   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 居宅介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第41条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第41条第2項及び省令第62条の規定による。 
 (居宅介護サービス費の支給) 
第41条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅
において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定す
る者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当
該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要
した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介

護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に

要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下こ

の条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被
保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以
外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。 

2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に
限り、支給するものとする。 

以下 略 
 
 介護保険法施行規則 
 (居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等) 
第62条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サー
ビス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保
険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認めら
れるものに限り支給するものとする。 

2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第13条に規定する居宅要介護被保険者に係
るものと認められるものに限り支給するものとする。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 385   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例居宅介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第42条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第42条第1項各号及び政令第15条の規定による。 
 (特例居宅介護サービス費の支給) 
第42条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス
費を支給する。 

(1) 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない
理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービ
ス(指定居宅サービスの事業に係る第74条第1項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都
道府県の条例で定める員数並びに同条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び
運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事

業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅サービス」という。)
を受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(3) 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域
であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、

指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービ

スを受けた場合において、必要があると認めるとき。 
(4) その他政令で定めるとき。 
以下 略 
  
 介護保険法施行令 
 (特例居宅介護サービス費を支給する場合) 
第15条 法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。 
(1) 居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、
緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場

合において、必要があると認めるとき。 
(2) 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない
理由により基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを
いう。次号、第22条の5及び第29条の5において同じ。)を受けた場合において、必要があると
認めるとき。 

(3) 法第42条第1項第3号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日
前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外

の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めると

き。 
 
 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

2 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 496   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 地域密着型介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第42条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第42条の2第1項の規定による。 
 (地域密着型介護サービス費の支給) 
第42条の2 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着
型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所によ
り行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、
当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(認知症対応型通所介
護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供

に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定め

る費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。
ただし、当該要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、
当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 497   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例地域密着型介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第42条の3第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第42条の3第1項の規定による。 
 (特例地域密着型介護サービス費の支給) 
第42条の3 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例地域密着型介護サー
ビス費を支給する。 

(1) 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由
により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号
において同じ。)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める
基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が、指定地域密着型サービス以外の地域

密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサ
ービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(3) その他政令で定めるとき。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 386   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 居宅介護福祉用具購入費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第44条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第44条第2項及び省令第70条の規定による。 
 (居宅介護福祉用具購入費の支給) 
第44条 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者
から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入

したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。 
2 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場
合に限り、支給するものとする。 

以下 略 
 
 介護保険法施行規則 
 (居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合) 
第70条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるため
に必要と認められる場合に限り支給するものとする。 

2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第72条に規定する居宅介護福祉用
具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用

具(法第8条第13項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具
又は特定介護予防福祉用具(法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下
同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入
しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が

支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福

祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の

程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係

る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 387   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 居宅介護住宅改修費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第45条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第45条第2項及び省令第74条の規定による。 
 (居宅介護住宅改修費の支給) 
第45条 市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種
類の住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、
居宅介護住宅改修費を支給する。 

2 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に
限り、支給するものとする。 

以下 略 
  
 介護保険法施行規則 
 (居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合) 
第74条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅
について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等

を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 388   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 居宅介護サービス計画費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第46条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第46条第7項において準用する法第41条第2項及び法第41条第2項の規定による省令第62条
の規定による。 

 (居宅介護サービス計画費の支給) 
第46条 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅介護支
援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅
介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対
し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。 

第2項から第6項まで 略 
7 第41条第2項、第3項、第10項及び第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、
同条第8項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これら
の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

8 略 
 
 (居宅介護サービス費の支給) 
第41条  
2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に
限り、支給するものとする。 

以下 略 
  
 介護保険法施行規則 
 (居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等) 
第62条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サー
ビス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保
険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認めら
れるものに限り支給するものとする。 

2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第13条に規定する居宅要介護被保険者に係
るものと認められるものに限り支給するものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 389   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例居宅介護サービス計画費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第47条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第47条第1項各号及び政令第20条の規定による。 
 (特例居宅介護サービス計画費の支給) 
第47条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス
計画費を支給する。 

(1) 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービ
ス(指定居宅介護支援の事業に係る第81条第1項の厚生労働省令で定める員数及び同条第2項
に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるもの

を満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該

当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 
(2) 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域
であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、

指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービ

スを受けた場合において、必要があると認めるとき。 
(3) その他政令で定めるとき。 
2 略 
 
 介護保険法施行令 
 (特例居宅介護サービス計画費を支給する場合) 
第20条 法第47条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急そ
の他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合にお

いて、必要があると認めるときとする。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 390   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 施設介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第48条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第48条第1項及び同条第7項において準用する第41条第2項並びに省令第80条の規定によ
る。 

 (施設介護サービス費の支給) 
第48条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」
という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費
用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支
給する。ただし、当該要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合に
おいて、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。 

(1) 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により
行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。) 

(2) 介護保健施設サービス 
第2項から第6項まで 略 
7 第41条第2項、第3項、第10項及び第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同
条第8項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し
必要な技術的読替えは、政令で定める。 

8 略 
  
 (居宅介護サービス費の支給) 
第41条  
2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に
限り、支給するものとする。 

以下 略 
  
 介護保険法施行規則 
 (施設介護サービス費の支給が必要と認める場合) 
第80条 介護保健施設サービスに係る施設介護サービス費(法第48条第1項に規定する施設介護
サービス費をいう。以下同じ。)は、第20条に規定する要介護者に限り支給するものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 391   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例施設介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第49条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第49条第1項各号及び政令第22条の規定による。 
 (特例施設介護サービス費の支給) 
第49条 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を
支給する。 

(1) 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由
により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) その他政令で定めるとき。 
以下 略 
  
 介護保険法施行令 
 (特例施設介護サービス費を支給する場合) 
第22条 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他
やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サー
ビス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 392   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 居宅介護サービス費等の額の特例 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第50条 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第50条及び省令第83条の規定による。 
 (居宅介護サービス費等の額の特例) 
第50条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サ
ービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを
含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認め
た要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用

する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の
100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。 

(1) 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項、第4項及び
第6項 

(2) 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第3項並びに第43条第1項、第4項及び第6項 
(3) 地域密着型介護サービス費の支給 第42条の2第2項各号並びに第43条第1項、第4項及び第

6項 
(4) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第42条の3第2項並びに第43条第1項、第4項及び第

6項 
(5) 施設介護サービス費の支給 第48条第2項 
(6) 特例施設介護サービス費の支給 前条第2項 
(7) 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項、第4項及び第7項 
(8) 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項、第4項及び第7項 
 
 介護保険法施行規則 
 (居宅介護サービス費等の額の特例) 
第83条 法第50条の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 
(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災
その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け

たこと。 
(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が
心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少

したこと。 
(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃
止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜
害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

2 過去に法第50条の規定の適用を受けた要介護被保険者について第73条並びに第76条第1項第
2号及び第3号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「90分の100」とあるのは、
「法第50条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、そ
れ以外のものにあっては90分の100」とする。 
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標準処理期間 15日 
備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 393   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 高額介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第51条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の規定による。 
 (高額介護サービス費の支給) 
第51条 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、
地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計
額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ

ービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サー

ビス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第1
項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介
護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。 

2 前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービ
ス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスに

必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1132   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 高額医療合算介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第51条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の2第1項の規定による。 
 (高額医療合算介護サービス費の支給) 
第51条の2 市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第1項の高額介護サー
ビス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要
介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養
費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保
険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当す
る額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対

し、高額医療合算介護サービス費を支給する。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 498   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特定入所者介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第51条の3第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の3第1項及び省令第83条の5の規定による。 
 (特定入所者介護サービス費の支給) 
第51条の3 市町村は、要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省
令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅

サービス(以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、
当該要介護被保険者(以下この条及び次条第1項において「特定入所者」という。)に対し、当
該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サー

ビス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要し
た費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サ
ービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第37条第1項の規定による指定を受けてい
る場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りで

ない。 
(1) 指定介護福祉施設サービス 
(2) 介護保健施設サービス 
(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
(4) 短期入所生活介護 
(5) 短期入所療養介護 
 
 (法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) 
第83条の5 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当
していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を
受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費

の支給を受ける者に限る。)とする。 
(1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービス(法第51条の3第1項に規
定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービス
を受ける日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法
律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第
328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条
例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において
同法の施行地に住所を有しない者を除く。) 

(2) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月に
おいて要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以
下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第51
条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、
保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの 

(3) 被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。) 
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(4) 前3号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であ
って、その属する世帯の構成員の数が2以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当
するもの 

イ その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特
定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより

当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号

において同じ。)の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける
日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税
法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当
該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する
月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13
号に規定する合計所得金額をいう。ただし、当該額の計算上所得税法第35条第2項第1号に掲
げる金額は算入しないものとし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から当
該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に90
分の10を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護
サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費
用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、80万円以下であること。 

ロ イに規定する世帯主及びすべての世帯員が所有する現金、所得税法第2条第1項第10号に規
定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等
運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、
450万円以下であること。 

ハ イに規定する世帯主及びすべての世帯員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のた

めに必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 
ニ イに規定する世帯主及びすべての世帯員について、災害その他の特別の事情があると市町

村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては

医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の
規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 499   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例特定入所者介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第51条の4第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の4及び政令第22条の5の規定による。 
 (特例特定入所者介護サービス費の支給) 
第51条の4 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス
費を支給する。 

(1) 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由によ
り特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) その他政令で定めるとき。 
2 特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費
用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準

費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。 
 
 (特例特定入所者介護サービス費を支給する場合) 
第22条の5 法第51条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。 
(1) 特定入所者(法第51条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)
が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下
この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) 指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条
において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であ
って厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サー

ビス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護
に係るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、
必要があると認めるとき。 

(3) 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サ
ービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要
があると認めるとき。 

(4) 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由によ
り基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(5) 第2号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを
得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれ

に相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

標準処理期間 30日 
備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 394   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第53条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第53条第7項にて準用する法第41条第2項並びに省令第85条において準用する省令第62条
の規定による省令第6条、第8条、第11条及び第13条の規定による。 

 (介護予防サービス費の支給) 
第53条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下
「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービ
ス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる
介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被
保険者が、第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることに
つきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定

介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該
居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具
の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予

防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要

した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要す

る費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護
予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第37条第1項の規定による
指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたとき

は、この限りでない。 
第2項から第6項まで 略 
7  第41条第2項、第3項、第10項及び第11項の規定は、介護予防サービス費の支給について、
同条第8項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、こ
れらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

以下 略 
 
 (居宅介護サービス費の支給) 
第41条  
2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に
限り、支給するものとする。 

以下 略 
 
 介護保険法施行規則 
 (準用) 
第85条 第62条、第63条及び第65条の規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費
の支給について準用する。この場合において、第62条第1項中「第6条、第8条又は第11条」と
あるのは「第22条の5、第22条の7又は第22条の11」と、第62条第2項中「第13条」とあるの
は「第22条の13」と、第65条中「第41条第8項」とあるのは「第53条第7項において準用する
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法第41条第8項」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第53条第2項第1号又は第2
号」と読み替えるものとする。 

 
 (居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等) 
第62条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サー
ビス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保
険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認めら
れるものに限り支給するものとする。 

2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第13条に規定する居宅要介護被保険者に係
るものと認められるものに限り支給するものとする。 

 
 (法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準) 
第6条 法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護
師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。 

  
 (法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準) 
第8条 法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心
身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な

医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要すること

とする。 
  
 (法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準) 
第11条 法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する
施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実

施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを要することとする。 
 
 (法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者) 
第13条 法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に
規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必

要な医療を要する居宅要介護者とする。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 395   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第54条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第54条第1項各号及び政令第24条各号の規定による。 
 (特例介護予防サービス費の支給) 
第54条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス
費を支給する。 

(1) 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない
理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当す
るサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第115条の4第1項の都道府県の条例で定める
基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第2項に規定する指定介護予防サー
ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの

事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められ

る事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予防

サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 
(3) 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その
他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保

険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又は

これに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 
(4) その他政令で定めるとき。 
2 略 
  
 介護保険法施行令 
 (特例介護予防サービス費を支給する場合) 
第24条 法第54条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。 
(1) 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指
定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない
理由により基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サ
ービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(3) 法第54条第1項第3号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日
前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サー

ビス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があ

ると認めるとき。 
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標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 500   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 地域密着型介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第54条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第54条の2第1項の規定による。 
 (地域密着型介護予防サービス費の支給) 
第54条の2 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域
密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス
事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予
防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第58条第4項の規定により
同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出てい
る場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象とな

っているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対
し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日
常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)に
ついて、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、

第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密
着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 501   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第54条の3第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第54条の3第1項の規定による。 
 (特例地域密着型介護予防サービス費の支給) 
第54条の3 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護
予防サービス費を支給する。 

(1) 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない
理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めると

き。 
(2) 指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚
生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定地域密

着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受

けた場合において、必要があると認めるとき。 
(3) その他政令で定めるとき。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 396   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護予防福祉用具購入費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第56条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第56条第2項及び省令第89条の規定による。 
 (介護予防福祉用具購入費の支給) 
第56条 市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サ
ービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特

定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具

購入費を支給する。 
2 介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場
合に限り、支給するものとする。 

以下 略 
  
 介護保険法施行規則 
 (介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合) 
第89条 介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるため
に必要と認められる場合に限り支給するものとする。 

2 介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第91条に規定する介護予防福祉用
具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防

福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防
福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入
について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合について

は、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉

用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予

防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 397   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護予防住宅改修費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第57条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第57条第2項及び省令第93条の規定による。 
 (介護予防住宅改修費の支給) 
第57条 市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険
者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。 

2 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に
限り、支給するものとする。 

以下 略 
  
 介護保険法施行規則 
 (介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合) 
第93条 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅
について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等

を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 398   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護予防サービス計画費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第58条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第58条第7項において準用する法第41条第2項の規定による。 
 (介護予防サービス計画費の支給) 
第58条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定介護予防
支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介
護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に
対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。 

第2項から第6項まで 略 
7  第41条第2項、第3項、第10項及び第11項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、
同条第8項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの
規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

  
 (居宅介護サービス費の支給) 
第41条  
2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に
限り、支給するものとする。 

以下 略 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 399   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例介護予防サービス計画費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第59条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第59条第1項各号及び政令第29条の規定による。 
 (特例介護予防サービス計画費の支給) 
第59条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス
計画費を支給する。 

(1) 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービ
ス(指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項
の厚生労働省令で定める員数並びに同条第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準

のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われる

ものに限る。次号において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要
があると認めるとき。 

(2) 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域
であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、

指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービ

スを受けた場合において、必要があると認めるとき。 
(3) その他政令で定めるとき。 
以下 略 
  
 介護保険法施行令 
 (特例介護予防サービス計画費を支給する場合) 
第29条 法第59条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急そ
の他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合にお

いて、必要があると認めるときとする。 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 400   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護予防サービス費等の額の特例 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第60条 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第60条及び省令第97条の規定による。 
 (介護予防サービス費等の額の特例) 
第60条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予
防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当す
るサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要
支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する

場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100
以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。 

(1) 介護予防サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項、第4項及び
第6項 

(2) 特例介護予防サービス費の支給 第54条第3項並びに第55条第1項、第4項及び第6項 
(3) 地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の2第2項第1号及び第2号並びに第55条第1
項、第4項及び第6項 

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の3第2項並びに第55条第1項、第4項及
び第6項 

(5) 介護予防福祉用具購入費の支給 第56条第3項、第4項及び第7項 
(6) 介護予防住宅改修費の支給 第57条第3項、第4項及び第7項 
 
 介護保険法施行規則 
 (介護予防サービス費等の額の特例) 
第97条 法第60条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 
(1) 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災
その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け

たこと。 
(2) 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が
心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少

したこと。 
(3) 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃
止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(4) 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜
害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

2 過去に法第60条の規定の適用を受けた要支援被保険者について第92条並びに第95条第1項第
2号及び第3号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「90分の100」とあるのは、
「法第60条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、そ
れ以外のものにあっては90分の100」とする。 

 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

2 

標準処理期間 15日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 401   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 高額介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第61条第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第61条及び政令第29条の2の規定による。 
 (高額介護予防サービス費の支給) 
第61条 市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを
含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の
合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予

防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着

型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第1項において「介護予防サービス利用
者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介
護予防サービス費を支給する。 

2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予
防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サー

ビスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 
 
 介護保険法施行令 
 (高額介護予防サービス費) 
第29条の2 法第61条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被
保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の100(法第60条
の規定が適用される場合にあっては、100分の100を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じ
て得た額とする。 

2 高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅
サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が37,200円を超える場合
に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額

は、利用者負担世帯合算額から37,200円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支
援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第22条の2第2項第3号及び第4号に掲
げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合
算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 

3 居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要
支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サー

ビス費合計額に90分の10を乗じて得た額が37,200円を超えるときは、当該得た額から37,200
円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。 

4 居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に
おいて受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た
額が15,000円を超えるときは、当該得た額から15,000円を控除して得た額を高額介護予防サ
ービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。 

5 第2項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項
中「37,200円」とあるのは、「24,600円」とする。 
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(1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年
度(介護予防サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法
の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市

町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない
者を除く。)である者(第7項において「市町村民税世帯非課税者」という。) 

(2) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要
保護者である者であって、第22条の2第2項及び第2項中「37,200円」とあるのを「24,600円」
と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの 

6 第2項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介
護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第22条の2第2項及び第2
項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保
護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中
「37,200円」とあるのは、「15,000円」とする。 

7 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非
課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等
のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該
介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が1月
から6月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が80万円以下である場合又
は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に

受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から15,000円を控除
して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該居宅要支援被
保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支

援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第5項の規定により読み替え
て適用する第2項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から15,000
円を控除して得た額とする。 

8 居宅要支援被保険者が法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第54条
の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護
予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービ
ス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等

について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予

防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、
当該介護予防サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護予防サー
ビス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス

事業者等に支払うものとする。 
9 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第3項又は第4項の規定
による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 

10 居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当
該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第2項から前項まで
の規定は、適用しない。 

11 高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定め
る。 
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標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1133   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 高額医療合算介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第61条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第61条の2第1項の規定による。 
 (高額医療合算介護予防サービス費の支給) 
第61条の2 市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(前条第1項の高額
介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た

額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の
額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た
額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額
として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対

し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 502   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特定入所者介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第61条の3第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第61条の3第1項の規定による。 
 (特定入所者介護予防サービス費の支給) 
第61条の3 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労
働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第1項において
「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及
び次条第1項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定
介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という。)にお
ける食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス

費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合
において、当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは、この限りでな

い。 
(1) 介護予防短期入所生活介護 
(2) 介護予防短期入所療養介護 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 503   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例特定入所者介護予防サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第61条の4第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第61条の4及び政令第29条の5の規定による。 
 (特例特定入所者介護予防サービス費の支給) 
第61条の4 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護予防サー
ビス費を支給する。 

(1) 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由によ
り特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) その他政令で定めるとき。 
2 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基
準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基

準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。 
 
 (特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合) 
第29条の5 法第61条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。 
(1) 特定入所者(法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)
が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下
この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) 特定居宅サービス(法第61条の3第1項に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条にお
いて同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって
厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス

及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係
るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必
要があると認めるとき。 

(3) 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サ
ービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(4) 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由によ
り基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(5) 第2号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを
得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれ

に相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 504   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定地域密着型サービス事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第78条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第78条の2第1項、第4項及び第6項の規定による。 
 (指定地域密着型サービス事業者の指定) 
第78条の2 第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サ
ービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老
人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下であって
市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により、地域密着型サービスの種類及び
当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第78条の13第1
項及び第78条の14第1項を除き、以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該
指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介

護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。 
 
同条第4項 
4 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる
複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。)に係る指定の申請
にあっては、第6号の2、第6号の3、第10号及び第12号を除く。)のいずれかに該当するときは、
第42条の2第1項本文の指定をしてはならない。 

(1) 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 
(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第78条の4第1項の市町村の
条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する指定
地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。 

(3) 申請者が、第78条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及
び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと

認められるとき。 
(4) 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村
長(以下この条において「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないとき。 

(4)の2 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なるまでの者であるとき。 

(5) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの
の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま

での者であるとき。 
(5)の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

(5)の3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律
の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期
間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納し

ている者であるとき。 
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(6) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10(第2号から第5
号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生
活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、
その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場
合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60
日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
を含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知が

あった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を
経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービ
ス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の

発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備につい

ての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた

責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが

相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(6)の2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第78条の10(第2号から
第5号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居
者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消さ
れ、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である
場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前
60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないも
のを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知

があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年
を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サー
ビス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実

の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備につ

いての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有してい

た責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすること

が相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(6)の3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指
定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第78条の10(第2号から第5号までを除く。)
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。た
だし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定

の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着

型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関し

て当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規

定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生

労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(7) 申請者が、第78条の10(第2号から第5号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に
係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしない
ことを決定する日までの間に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該
事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第78条の8の規定による指定の辞退を
した者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の
日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(7)の2 前号に規定する期間内に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出又は第78条の
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8の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当
該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは
当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)
の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由があ
る法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退に
ついて相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(8) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした
者であるとき。 

(9) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうち
に第4号の2から第6号まで又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

(10) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のう
ちに第4号の2から第5号の3まで、第6号の2又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者
のあるものであるとき。 

(11) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、そ
の管理者が第4号の2から第6号まで又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者である
とき。 

(12) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、そ
の管理者が第4号の2から第5号の3まで、第6号の2又は第7号から第8号までのいずれかに該当
する者であるとき。 

 
同条第6項 
6 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる
複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の2、第1号の3、第3号の2、第3号の4及
び第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、第42条の2第1項本文の指定をしないことが
できる。 

(1) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号
までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消し
の日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合において
は、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当
該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該
指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60
日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないも
のを含む。)であるとき。 

(1)の2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第78条の10第2号から
第5号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取
消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合にお
いては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内
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に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、
当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日

前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しな
いものを含む。)であるとき。 

(1)の3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指
定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号までの規定によ
り指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。 

(2) 申請者が、第78条の10第2号から第5号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手
続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定
する日までの間に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止
について相当の理由がある者を除く。)又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該
指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算
して5年を経過しないものであるとき。 

(2)の2 申請者が、第78条の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検
査の結果に基づき第78条の10の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決
定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請

者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日を
いう。)までの間に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止に
ついて相当の理由がある者を除く。)又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指
定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算し
て5年を経過しないものであるとき。 

(2)の3 第2号に規定する期間内に第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出又は第78条
の8の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に
当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しく
は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)
の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由があ
る法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退に
ついて相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(3) 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうち
に第1号又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

(3)の2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等の
うちに第1号の2又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

3の3 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、そ
の管理者が第1号又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者であるとき。 

(3)の4 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、
その管理者が第1号の2又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者であるとき。 

(4) 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護につき第1項の申請があった場合において、当該市町村又は当該申請
に係る事業所の所在地を含む区域(第117条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域
とする。以下この号において「日常生活圏域」という。)における当該地域密着型サービスの
利用定員の総数が、同条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画にお
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いて定める当該市町村又は当該日常生活圏域の当該地域密着型サービスの必要利用定員総数

に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると

認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認

めるとき。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 505   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(第70条の2の準用） 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第78条の12 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 準用する法第70条の2の規定による。 
 (指定の更新) 
第70条の2 第41条第1項本文の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に
よって、その効力を失う。 

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」
という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の
有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。 
 

標準処理期間 15日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1595   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の公募指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第78条の13第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第78条の13第1項の規定による。 
 (公募指定) 
第78条の13 市町村長は、第117条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業
計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域に
おける定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービ

スであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労

働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の見込量の確保及び質の向上のため
に特に必要があると認めるときは、その定める期間(以下「市町村長指定期間」という。)中は、
当該見込量の確保のため公募により第42条の2第1項本文の指定を行うことが適当な区域とし
て定める区域(以下「市町村長指定区域」という。)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型
訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「市町村長指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護等」という。)の事業を行う事業所に限る。以下「市町村長指定区域・サービス
事業所」という。)に係る同項本文の指定を、公募により行うものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 506   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第115条の12第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第115条の12第1項から第4項までの規定による。 
 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定) 
第115条の12 第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型
介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該

地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以
下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である
市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着

型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。 
2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第

54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 
(1) 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 
(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115条の14第1項の市町村
の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する指
定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。 

(3) 申請者が、第115条の14第2項又は第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービス

の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営

をすることができないと認められるとき。 
(4) 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村
長の同意を得ていないとき。 

(4)の2 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なるまでの者であるとき。 

(5) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの
の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま

での者であるとき。 
(5)の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

(5)の3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律
の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期
間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納し

ている者であるとき。 
(6) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第115条の

19(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係
る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を
取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の
規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から
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起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である
場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取
消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消し
が、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分

の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該

指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に

規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚

生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(6)の2 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第115条
の19(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に
係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定
を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日か
ら起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所であ
る場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該
取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消
しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処

分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当

該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文

に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして

厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(6)の3 申請者と密接な関係を有する者が、第115条の19(第2号から第5号までを除く。)の規定
により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、
当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指

定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密

着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該

事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮し

て、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認めら

れるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(7) 申請者が、第115条の19(第2号から第5号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に
係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしない
ことを決定する日までの間に第115条の15第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当
該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過
しないものであるとき。 

(7)の2 前号に規定する期間内に第115条の15第2項の規定による事業の廃止の届出があった場
合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止に
ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事
業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から
起算して5年を経過しないものであるとき。 

(8) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした
者であるとき。 

(9) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その
役員等のうちに第4号の2から第6号まで又は前3号のいずれかに該当する者のあるものである
とき。 
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(10) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、そ
の役員等のうちに第4号の2から第5号の3まで、第6号の2又は第7号から第8号までのいずれか
に該当する者のあるものであるとき。 

(11) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない
事業所で、その管理者が第4号の2から第6号まで又は第7号から第8号までのいずれかに該当す
る者であるとき。 

(12) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない
事業所で、その管理者が第4号の2から第5号の3まで、第6号の2又は第7号から第8号までのい
ずれかに該当する者であるとき。 

3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定める
ものとする。 

4 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、
第54条の2第1項本文の指定をしないことができる。 

(1) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第115条の19
第2号から第5号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除
く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消され
た者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による
通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5
年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合にお

いては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日
から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。 

(1)の2 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第115条
の19第2号から第5号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定
に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消
された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定に
よる通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算し
て5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合に
おいては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの
日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。 

(1)の3 申請者と密接な関係を有する者が、第115条の19第2号から第5号までの規定により指定
を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。 

(2) 申請者が、第115条の19第2号から第5号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政
手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決
定する日までの間に第115条の15第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の
廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないも
のであるとき。 

(2)の2 申請者が、第115条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該
検査の結果に基づき第115条の19の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否か
の決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該

申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の
日をいう。)までの間に第115条の15第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない
ものであるとき。 

(2)の3 第2号に規定する期間内に第115条の15第2項の規定による事業の廃止の届出があった
場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止
について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該
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事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日か
ら起算して5年を経過しないものであるとき。 

(3) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その
役員等のうちに第1号又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

(4) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その
役員等のうちに第1号の2又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者のあるもので
あるとき。 

(5) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事
業所で、その管理者が第1号又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者であるとき。 

(6) 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事
業所で、その管理者が第1号の2又は第2号から第2号の3までのいずれかに該当する者であると
き。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 507   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新(第70条の2の準用） 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第115条の21 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 準用する法第70条の2の規定による。 
 (指定の更新) 
第70条の2 第41条第1項本文の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に
よって、その効力を失う。 

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」
という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の
有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。 
 
 

標準処理期間 15日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 508   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定介護予防支援事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第115条の22第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第115条の22第1項及び第2項の規定による。 
 (指定介護予防支援事業者の指定) 
第115条の22 第58条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第115条の46第1項
に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以
下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である
市町村の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービ

ス計画費の支給について、その効力を有する。 
2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第

58条第1項の指定をしてはならない。 
(1) 申請者が法人でないとき。 
(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115条の24第1項の厚生労
働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 

(3) 申請者が、第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な

介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。 
(4) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの
の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま

での者であるとき。 
(4)の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

(4)の3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律
の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期
間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納し

ている者であるとき。 
(5) 申請者が、第115条の29の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年
を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定

の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止する

ための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他

の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この

号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(5)の2 申請者と密接な関係を有する者が、第115条の29の規定により指定を取り消され、その
取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護
予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該

事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備につい

ての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の
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程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当で

あると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
(6) 申請者が、第115条の29の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に

第115条の25第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の
理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(6)の2 申請者が、第115条の27第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該
検査の結果に基づき第115条の29の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否か
の決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該

申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の
日をいう。)までの間に第115条の25第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない
ものであるとき。 

(7) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした
者であるとき。 

(8) 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 
ロ 第4号、第4号の2又は前号に該当する者 
ハ 保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づ

く滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、
当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者 

ニ 第115条の29の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政
手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消し
の日から起算して5年を経過しないもの(当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定
の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止する

ための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他

の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この

号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとし

て厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。) 
ホ 第6号に規定する期間内に第115条の25第2項の規定による事業の廃止の届出をした法人(当
該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内
にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 509   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定介護予防支援事業者の指定の更新(第70条の2の準用） 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第115条の31 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 準用する法第70条の2の規定による。 
 (指定の更新) 
第70条の2 第41条第1項本文の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に
よって、その効力を失う。 

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」
という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の
有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。 
 
 

標準処理期間 15日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1087   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 被保険者証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法施行規則 第27条第1項 

法 令 番 号 平成11年厚生省令第36号 

【基準】 

 省令第27条第1項の規定による。 
 (被保険者証の再交付及び返還) 
第27条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったとき
は、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しな

ければならない。 
(1) 氏名、性別、生年月日及び住所 
(2) 再交付申請の理由 
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を
添えなければならない。 

3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、
発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1571   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特定入所者の負担限度額の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 

介護保険法施行規則 第83条の6第1項（第97条の4及び第172条の2において準用
する場合を含む。） 

法 令 番 号 平成11年厚生省令第36号 

【基準】 

 省令第83条の6第1項の規定による。 
 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) 
第83条の6 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けよう
とする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければなら

ない。 
(1) 前条各号のいずれかに該当する旨 
(2) 氏名、性別、生年月日及び住所 
(3) 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合に
あっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受け

ている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地 
(4) 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日 
(5) 被保険者証の番号 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1568   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 負担限度額認定証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 

介護保険法施行規則 第83条の6第7項（第97条の4及び第172条の2において準用
する場合を含む。） 

法 令 番 号 平成11年厚生省令第36号 

【基準】 

 省令第83条の6第7項の規定による。 
 (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) 
第83条の6  
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記
載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。 

(1) 氏名、性別、生年月日及び住所 
(2) 再交付申請の理由 
 
 

標準処理期間 15日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1574   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 負担限度額及び特定負担限度額の差額の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 

介護保険法施行規則 第83条の8第1項（第97条の4及び第172条の2において準用
する場合を含む。） 

法 令 番 号 平成11年厚生省令第36号 

【基準】 

 省令第83条の8第1項の規定による。 
 (特定入所者の負担限度額に関する特例) 
第83条の8 市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要
する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法
第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第
2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者につい
て、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費

の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)及び居住
費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項におい
て同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができ
る。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 515   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護給付費等の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第19条第1項、第20条第1項から第3項まで、第21条第1項、第2項及び第22条第1項の規定に
よる。 

 (介護給付費等の支給決定) 
第19条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費
等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等
を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。 

 (申請) 
第20条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、市町村に申請をしなければならない。 

2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害程度区
分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、

当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状

況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとす

る。この場合において、市町村は、当該調査を第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援
事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」
という。)に委託することができる。 

3 前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉
に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る

調査を行わせるものとする。 
 (障害程度区分の認定) 
第21条 市町村は、前条第1項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査
会が行う当該申請に係る障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障

害程度区分の認定を行うものとする。 
2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審
査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 

 (支給要否決定等) 
第22条 市町村は、第20条第1項の申請に係る障害者等の障害程度区分、当該障害者等の介護を
行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保

護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して

介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第27条において「支給要否決定」という。)
を行うものとする。 
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標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 516   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 支給決定の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第24条の規定による。 
 (支給決定の変更) 
第24条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給
量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 
2 市町村は、前項の申請又は職権により、第22条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、
支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことが

できる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の

提出を求めるものとする。 
3 第19条(第1項を除く。)、第20条(第1項を除く。)及び第22条(第1項を除く。)の規定は、前項
の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政

令で定める。 
4 市町村は、第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障
害程度区分の変更の認定を行うことができる。 

5 第21条の規定は、前項の障害程度区分の変更の認定について準用する。この場合において、
必要な技術的読替えは、政令で定める。 

6 市町村は、第2項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事
項を記載し、これを返還するものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1111   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護給付費又は訓練等給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第29条第1項の規定による。 
 (介護給付費又は訓練等給付費) 
第29条 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指
定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しく
は障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービ
ス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉
サービスを受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対

し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以
下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しく
は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要す

る費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介
護給付費又は訓練等給付費を支給する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1098   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第30条第1項の規定による。 
 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費) 
第30条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定
めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サー
ビス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給
付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。 

(1) 支給決定障害者等が、第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前
日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。 

(2) 支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所
又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けた
とき。 

イ 第43条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定
障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で

定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。) 
ロ 第44条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定
障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定める

ものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。) 
(3) その他政令で定めるとき。 
2 都道府県が前項第2号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる
事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項につい
ては厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生

労働省令で定める基準を参酌するものとする。 
(1) 基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数 
(2) 基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積 
(3) 基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護
者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連す

るものとして厚生労働省令で定めるもの 
(4) 基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員 
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲
げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該

支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定
める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除
して得た額を基準として、市町村が定める。 

(1) 指定障害福祉サービス等 前条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費
用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超
えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額) 
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(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに
通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超える
ときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額) 

4 前3項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項
は、厚生労働省令で定める。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1530   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 介護給付費等の負担額の特例認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第31条 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第31条の規定による。 
 (介護給付費等の額の特例) 
第31条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害福
祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介

護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を適用する場合においては、同
項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。 

2 前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に
ついて前条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、
市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」

とする。 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1112   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特定障害者特別給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第34条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第34条第1項の規定による。 
 (特定障害者特別給付費の支給) 
第34条 市町村は、施設入所支援、共同生活介護、共同生活援助その他の政令で定める障害福
祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障
害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び
次条第1項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者
支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生
活介護若しくは共同生活援助を行う住居(以下この項及び同条第1項において「共同生活住居」
という。)に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定
入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共

同生活住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所
等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1113   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例特定障害者特別給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第35条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第35条第1項の規定による。 
 (特例特定障害者特別給付費の支給) 
第35条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、
当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活住居における特定入所等費用

について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。 
(1) 特定障害者が、第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日まで
の間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。 

(2) 特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。 
2 前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働
省令で定める。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1602   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 地域相談支援給付費等の相談支援給付決定 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の5第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の5及び第51条の7の規定による。 
 (地域相談支援給付費等の相談支援給付決定) 
第51条の5 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」
という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の
決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。 

2 第19条(第1項を除く。)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。この場合におい
て、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 (給付要否決定等) 
第51条の7 市町村は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、
当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案し

て地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第51条の12において「給付要否
決定」という。)を行うものとする。 

2 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定め
るところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他厚生労働省令で定める機関

の意見を聴くことができる。 
3 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意
見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家

族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 
4 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定め
る場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害者に対し、第
51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の
提出を求めるものとする。 

5 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、厚生労働省令で定め
る場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計

画案を提出することができる。 
6 市町村は、前2項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第1項の厚生労働省令で
定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。 

7 市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位とし
て厚生労働省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以
下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。 

8 市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の厚生労働省令で定める事

項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなけれ
ばならない。 
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標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1603   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 地域相談支援給付決定の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の9第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の9の規定による。 
 (地域相談支援給付決定の変更) 
第51条の9 地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域
相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要が

あるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決

定の変更の申請をすることができる。 
2 市町村は、前項の申請又は職権により、第51条の7第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案
し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決

定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相

談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。 
3 第19条(第1項を除く。)、第20条(第1項を除く。)及び第51条の7(第1項を除く。)の規定は、
前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技

術的読替えは、政令で定める。 
4 市町村は、第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受
給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1605   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 地域相談支援給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の14第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の14第1項の規定による。 
 (地域相談支援給付費) 
第51条の14 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内
において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業
者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受け
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、

当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条にお
いて同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1606   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例地域相談支援給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の15第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の15第1項の規定による。 
 (特例地域相談支援給付費) 
第51条の15 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第51条の6第1項の申請をした日から
当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理

由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省

令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援

給付費を支給することができる。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1607   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 計画相談支援給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の17第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の17第1項の規定による。 
 (計画相談支援給付費) 
第51条の17 市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対
し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用に

ついて、計画相談支援給付費を支給する。 
(1) 第22条第4項(第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用
計画案の提出を求められた第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者若しくは障
害児の保護者又は第51条の7第4項(第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定に
より、サービス等利用計画案の提出を求められた第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の
申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援
事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支
援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。 

(2) 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指
定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受け
たとき。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1608   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 特例計画相談支援給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の18第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の18第1項の規定による。 
 (特例計画相談支援給付費) 
第51条の18 市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援

(第51条の24第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項の厚生労働省令で定める指定
計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満

たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準

該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働
省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支

援給付費を支給することができる。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1609   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定特定相談支援事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の20第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の20第1項の規定による。 
 (指定特定相談支援事業者の指定) 
第51条の20 第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定め
るところにより、総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者

の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」
という。)ごとに行う。 

2 第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)の規定は、第51条の17第1項第1号の指定
特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第36条第3項第1号中「都
道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、

政令で定める。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1610   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 指定特定相談支援事業者の指定の更新 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の21第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の21第1項の規定による。 
 (指定の更新)  
第51条の21 第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者及び第51条の17第1項第1号の指定特
定相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によっ
て、それらの効力を失う。 

2 第41条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場
合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 517   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 自立支援医療費の支給認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第52条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第52条第1項、第53条第1項及び第54条第1項の規定による。 
 (自立支援医療費の支給認定) 
第52条 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自
立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。 

 (申請) 
第53条 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、市町村等に申請をしなければならない。 

 (支給認定等) 
第54条 市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立
支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得

の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、厚生労働

省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等

が、自立支援医療のうち厚生労働省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和38年
法律第168号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する
法律(平成15年法律第110号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 518   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 支給認定の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第56条第1項及び第2項の規定による。 
 (支給認定の変更) 
第56条 支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第54条第2項の規定により定めら
れた指定自立支援医療機関その他の厚生労働省令で定める事項について変更の必要があると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をする

ことができる。 
2 市町村等は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の厚生労働省令で
定める事項について変更の必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、

支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村等は、当該支給認定

障害者等に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1114   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 自立支援医療費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第58条第1項の規定による。 
 (自立支援医療費の支給) 
第58条 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第54条第2
項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指
定自立支援医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給
認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給

する。 
 
 

標準処理期間 40日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1115   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 療養介護医療費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第70条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第70条第1項の規定による。 
 (療養介護医療費の支給) 
第70条 市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、
支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介

護医療を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に

対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1116   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 基準該当療養介護医療費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第71条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第71条第1項の規定による。 
 (基準該当療養介護医療費の支給) 
第71条 市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害
者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」
という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者
に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給

する。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 519   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 補装具費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条第1項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第76条第1項の規定による。 
第76条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係
る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者で

あると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対
象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費
を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令

で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1614   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 高額障害福祉サービス等給付費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の2第1
項 

法 令 番 号 平成17年法律第123号 

【基準】 

 法第76条の2第1項の規定による。 
第76条の2 市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第24条第2
項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入又は修理

に要した費用の合計額(それぞれ厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額
が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該
費用につき支給された介護給付費等及び同法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定め
るもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該支給決

定障害者等に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。 
2 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障
害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入又

は修理に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1081   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 受給者証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第16条 

法 令 番 号 平成18年政令第10号 

【基準】 

 政令第16条の規定による。 
 (受給者証の再交付) 
第16条 市町村は、受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。以下この条において
同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、
受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を

交付しなければならない。 
 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1615   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 地域相談支援受給者証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26条の
8 

法 令 番 号 平成18年政令第10号 

【基準】 

 政令第26条の8の規定による。 
 (地域相談支援受給者証の再交付) 
第26条の8 市町村は、地域相談支援受給者証(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給
者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障
害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交付の

申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交付し

なければならない。 
 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1080   
担当部署: 健康福祉課  

処分の概要 医療受給者証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第33条第
1項 

法 令 番 号 平成18年政令第10号 

【基準】 

 政令第33条第1項の規定による。 
 (医療受給者証の再交付) 
第33条 市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認
定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定

めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 


